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○加須市重度心身障害者（児）紙おむつ給付事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第４１号 

改正 平成２５年４月１日告示第１１０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅の重度心身障害者（児）に対し、紙おむつを給付す

ること（以下「事業」という。）により、本人及び介護者の経済的負担の軽

減を図り、もって福祉の増進を図ること目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で常時おむつを必

要とする状態にあり、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項に

規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が下肢

又は体幹機能障害の１級又は２級に該当するもの 

（２） 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規

定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第１２条第１項に規定する児童相談所において知的障害と判断され

た者で、当該障害の程度が（（A））又はAに該当するもの 

（３） 前２号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業を利用

することができない。 

（１） 病院、診療所等に入院し、又は障害者福祉施設等に入所している者 

（２） 加須市家族介護用品支給事業の対象である者 

（３） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第６号に規定する日常生活用具

給付（貸与）事業で紙おむつの給付を受けている者 

（４） 本人の前年度市民税が課税である者 

（５） ６５歳以上の者。ただし、６５歳に達する日の前日において、紙お
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むつの給付を受けていた者を除く。 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

（実施の基準） 

第３条 紙おむつは、月額６，３００円相当分を給付の限度とし、市から委託

された業者が対象者の家庭に配布するものとする。ただし、限度を超えた部

分については、紙おむつの給付を受けている者（以下「受給者」という。）

の負担とする。 

（申請） 

第４条 紙おむつの給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

重度心身障害者（児）紙おむつ給付申請書（様式第１号）に必要な書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

（給付決定） 

第５条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、重度心身障害

者（児）紙おむつ給付決定・却下通知書（様式第２号）により申請者に通知

するものとする。 

（支給期間） 

第６条 紙おむつの給付は、申請のあった日の属する月の翌月（該当申請日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、受給者が第２条第

１項の規定に該当しなくなった月をもって終了するものとする。 

（委託） 

第７条 市長は、この事業を効果的に達成するために、給付対象者、給付用品

及び給付限度額等の決定を除いて、適正な運営ができると認められる事業者

に委託することができる。 

（受給者の届出義務） 

第８条 受給者又はその介護者は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、重度心身障害者（児）紙おむつ受給資格変更・喪失届（様式第３号）

により速やかに市長に届け出なければならない。 

（１） 住所及び氏名に変更があったとき。 
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（２） 死亡したとき。 

（３） 第２条第１項に該当する要件を欠いたとき。 

（４） 第２条第２項に該当することとなったとき。 

（５） 紙おむつの受給を辞退するとき。 

（給付決定の取消し） 

第９条 市長は、前条の届出を受理したとき、又は受給者が第２条第１項に規

定する要件に該当しなくなったときは、重度心身障害者（児）紙おむつ給付

取消通知書（様式第４号）により、当該受給者に通知するものとする。 

（不正受給の返還） 

第１０条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により紙おむつの給付を受

けたときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に給付した紙おむ

つの給付に要した金額に相当する額の全部又は一部を返還させることができ

る。 

（給付台帳の整備） 

第１１条 市長は、紙おむつの給付状況を明確にするため、重度心身障害者（児）

紙おむつ給付台帳（様式第５号）を整備しておくものとする。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の

北川辺町紙おむつ支給事業実施要綱（平成６年北川辺町要綱第４０号。以下

「合併前の要綱」という。）の規定によりなされた届出、決定、手続その他

の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 合併前の要綱の規定による紙おむつ支給事業（以下「合併前の北川辺町の

事業」という。）の対象者であって、この告示の対象者とならないものは、
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平成２４年３月３１日までに限り、合併前の北川辺町の事業によるサービス

と同等のサービスを受けることができる。 

附 則（平成２５年告示第１１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第１１条関係） 

 


